


認されている。これらのことから、当該手法は、検出限界のき裂（ECT の検出限界）を想定したうえで応力腐

食割れ防止の有効性が実証された対策であると考えられる。

従って、同部位については、「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈

について（内規）（平成 21・02・18 原院第 2 号）」の別紙１の５．で規定されている「検出限界のき裂を想定し

たうえで応力腐食割れ防止の有効性が実証された対策を施した部位」に該当し、当該規定に基づき非破

壊試験を計画・実施することで、技術基準適合性を確認する試験方法として妥当であると考える。

４．公表の遅延の希望

なし

５．連絡先 ＜非公開＞

以上



別紙 1

非破壊試験における「検出限界のき裂を想定したうえで応力腐食割れ防止の

有効性が実証された対策を施した部位」の適用範囲について

標記の範囲は、確性試験により有効性が確認された以下の範囲に限定する。

１． 適用箇所

原子炉容器及び蒸気発生器の600系Ni基合金部における、以下の適用条件を満足する応力腐食割れ

防止対策の実施範囲への適用に限定する。

具体的な適用箇所は以下の通り。

（１）ウォータジェットピーニング（WJP）

・原子炉容器

出入口管台セーフエンド溶接部、炉内計装筒母材内外面及び J 溶接部、安全注入管台セーフエンド溶

接部

（２）超音波ショットピーニング（USP）

・原子炉容器

出入口管台セーフエンド溶接部

・蒸気発生器

出入口管台セーフエンド溶接部

２．適用条件

（１）施工前確認

応力腐食割れ防止対策の施工前確認として（財）発電設備技術検査協会確性試験委員会「潜在欠陥に

対する超音波ショットピーニング／ウォータジェットピーニングの影響に関する確性試験」（確性試験証明書

番号：20 確 S2 号）（別紙 2 参照）で規定された ECT 手法（圧縮応力付与深さと同じ深さ以上の欠陥が検出

できる ECT）を用い、割れ等の有害な欠陥が検出されなかった部位とする。ECT 手法は別紙 3 の通り。

なお、（財）発電設備技術検査協会確性試験委員会「潜在欠陥に対する超音波ショットピーニング／ウォ

ータジェットピーニングの影響に関する確性試験」（確性試験証明書番号：20 確 S2 号）終了前に施工された

ECT についても、同一手法で施工されたものは含む。

（２）施工条件

応力腐食割れ防止対策の施工条件は、以下の通りとする。

なお、（財）発電設備技術検査協会確性試験委員会「潜在欠陥に対する超音波ショットピーニング／ウォ

ータジェットピーニングの影響に関する確性試験」（確性試験証明書番号：20 確 S2 号）終了前に施工された

応力腐食割れ防止対策についても、下記条件で施工されたものは含む。

・ウォータジェットピーニング（WJP）

（財）発電設備技術検査協会確性試験委員会「小口径管内面へのウォータジェットピーニング法適用

に関する確性試験」（確性試験証明書番号：12 確 S1 号）、「ウォータジェットピーニング法の適用範囲

拡大に関する確性試験」（確性試験証明書番号：17確S1号）及び「ウォータジェットピーニング法の適

用範囲拡大に関する確性試験（その 2）」（確性試験証明書番号：18 確 S1 号）で確認された項目に則

り、予め確認された施工条件の範囲で施工された部位とする。施工条件は別紙 4 のとおり。



・超音波ショットピーニング（USP）

（財）発電設備技術検査協会確性試験委員会「超音波ショットピーニング法に関する確性試験」（確

性試験証明書番号：18確S2号）で確認された項目に則り、予め確認された施工条件の範囲で施工さ

れた部位とする。施工条件は別紙 4 のとおり。

以 上



別紙 2

（財）発電設備技術検査協会確性試験委員会

「潜在欠陥に対する超音波ショットピーニング／

ウォータジェットピーニングの影響に関する確性試験」

確性試験証明書







別紙３

表 施工前確認として用いるECT手法

適 用 部 位

・原子炉容器
出入口管台セーフエ
ンド溶接部、安全注
入管台セーフエンド
溶接部

・蒸気発生器
出入口管台セーフエ
ンド溶接部

・原子炉容器
炉内計装筒母材内面

・原子炉容器
炉内計装筒母材外面
及び J 溶接部

プ ロ ー ブ
単一クロスコイル（外径

約 3mm）を用いた
プローブ

同 左 同 左

探 傷 面 欠陥の開口面から探傷 同 左 同 左

探 傷 周 波 数
50kHz, 100kHz,
200kHz, 400kHz

400kHz, 600kHz,
800kHz, 990kHz

50kHz, 100kHz,
200kHz, 400kHz

校 正
1mm 深さスリットを全振
幅 3V，位相角 165 度ま
たは-15 度に設定

0.5mm 深さスリットを全
振幅 5V，位相角 165 度
または-15 度に設定

1mm 深さスリットを全振
幅 3V，位相角 165 度ま
たは-15 度に設定



別紙4

表 USP法に関する確性試験の施工条件

（別添 確性試験証明書番号：18確S2号参照）

適 用 部 位
蒸気発生器出入口管台の溶接部及び原子炉容器出入口管台の溶
接部

ピーニングヘッドの周波数 ※kHz ± ※kHz

ピ ー ニ ン グ ヘ ッ ド の 振 幅 ※μm±※μm

シ ョ ッ ト 材 質 ※

シ ョ ッ ト 形 状 球形 φ※㎜±※㎜（製作時）

シ ョ ッ ト 投 入 量 ※～※％

投 射 距 離 ※～※㎜

投 射 角 度 ※±※度

施 工 時 間 ※～※秒

長 時 間 施 工 制 限 ※秒以内

止 め 打 ち 制 限 ※秒以内

表 小口径管内面へのWJP法適用に関する確性試験(A-WJP)の施工条件

（別添 確性試験証明書番号：12確S1号 参照）

適 用 部 位 炉内計装筒の内面

ノ ズ ル

形 式：※
噴射穴径：φ※～φ※㎜（断面積の変化±※%）
ﾉｽﾞﾙ角度：※度±※度
ﾉｽﾞﾙ穴位置：※

噴 射 距 離 ※～※㎜（※）

噴 射 流 量 ※～※ﾘｯﾄﾙ/分

噴 射 角 度 ※（※度±※度）。

噴 射 時 間 ※～※分/㎡

長 時 間 施 工 制 限 ※分/㎡以下

止 め 打 ち 制 限 ※分以下

水 深 ※～※m

確性試験の施工条件における※部については、メーカー施工ノウハウに関わるため、マスキングしてい

る。 



表 WJP法の適用範囲拡大に関する確性試験(B-WJP)の施工条件

（別添 確性試験証明書番号：17確S1号 参照）

適 用 部 位 炉内計装筒の外面
炉内計装筒管台の
取付けの J 溶接部

原子炉容器出入口
管台の溶接部

ノ ズ ル

形 式：※
噴射穴径：φ ※ ±
※㎜

同 左 同 左

噴 射 距 離 ※～※㎜ 同 左 同 左

噴 射 流 量 ※～※ﾘｯﾄﾙ/分 同 左 同 左

噴 射 角 度 ※±※度 ※～※度 同 左

噴 射 時 間 ※～※分/m 同 左 同 左

長 時 間 施 工 制 限 ※分/m 以下 同 左 同 左

止 め 打 ち 制 限 ※分以下 同 左 同 左

水 深 ※～※m 同 左 同 左

表 WJP法の適用範囲拡大に関する確性試験（その2）(C-WJP)の施工条件

（別添 確性試験証明書番号：18確S1号 参照）

適 用 部 位 原子炉容器安全注入管台セーフエンド溶接部

ノ ズ ル

形 式：※
噴射穴径：φ※～※㎜
ノズル角度：※°±※°

噴 射 距 離 ※～※㎜

噴 射 流 量 ※～※ﾘｯﾄﾙ/分

噴 射 角 度 ※度±※度

噴 射 時 間 ※～※分/㎡

長 時 間 施 工 制 限 ※分/㎡以下

止 め 打 ち 制 限 ※分以下

水 深 ※～※m

確性試験の施工条件における※部については、メーカー施工ノウハウに関わるため、マスキングしてい

る。



別添

（財）発電設備技術検査協会確性試験委員会

確性試験証明書

１．「超音波ショットピーニング法に関する確性試験」(18 確 S2 号)

２．「小口径管内面へのウォータジェットピーニング法適用に関する確性試験」(12 確 S1 号）

３．「ウォータジェットピーニング法の適用範囲拡大に関する確性試験」(17 確 S1 号)

４．「ウォータジェットピーニング法の適用範囲拡大に関する確性試験（その 2）」(18 確 S1 号)

確性試験証明書は、メーカーの施工ノウハウに係る内容であるため、公開されないように留意頂きたい


















































































































































